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水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金（以下「補助金」という。）の

交付について、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。 

２ この要綱において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。  

 

（交付の目的） 

第３条 この補助金は、県内中小・中堅企業の水素利活用製品等の「技術開発」、「試作」又は

「評価」に対する補助を行うことで、その事業化を促進し、県内中小・中堅企業の水素関連産

業への参入促進を図ることを目的とする。 

 

（補助金の交付対象者等） 

第４条 補助金の交付対象者は、別表１の(１)から(６)のいずれにも該当する企業とする。 

２ 補助金の対象となる事業は、別表２に掲げるとおりとする。 

 

（補助率及び補助対象経費） 

第５条 補助金の補助率及び限度額等は、別表２に掲げるとおりとする。 

２ 補助対象経費は別表３に掲げるとおりとする。  

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、地方独立行政法人山口県産業技術センター

（以下「法人」という。）の理事長（以下「理事長」という。）が定める期日までに、水素関連

技術支援拠点機能強化事業補助金交付申請書（別記第１号様式）を、理事長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の理事長が定める期日は、別に通知する。 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 理事長は、前条第１項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補

助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決

定をする。 

２ 理事長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の

申請に係る事項を修正して補助金の交付の決定をすることができる。  

３ 理事長は、第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の交付

の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

 

（決定の通知） 
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第８条 理事長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、当該申請書を提

出した者に交付決定通知書を通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通

知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を

受けた日から１０日以内（理事長が別に期間を定めたときは、その期間内）に申請の取下げを

することができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなか

ったものとみなす。 

 

（補助事業の内容又は経費の変更） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容若しくは補助事業に要する経費の配分を変更しようと

するときは、あらかじめ水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金変更承認申請書（別記第２

号様式）を理事長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、理事長が定める軽

微な変更については、この限りでない。 

２ 理事長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、変更内容は適当であると

認めたときは、補助金の変更交付を決定し、変更交付決定通知書を補助事業者に通知するもの

とする。 

３ 第７条第２項及び第３項の規定は、前項の変更交付決定について準用する。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第１１条 前条第１項ただし書の理事長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 

(1) 水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付申請書（別記第１号様式）中の補助事業に

要する経費の配分のうち、各費目相互間で配分変更する場合であって、そのいずれか低い額

の３０パーセント以内の変更の場合。 

(2) 補助の目的、能率に影響を及ぼさない範囲の原材料等の数量、規格の変更、機械等の仕様

の変更、その他補助事業の細部の変更をする場合。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ水

素関連技術支援拠点機能強化事業補助金中止（廃止）申請書（別記第３号様式）を理事長に提

出して、その承認を受けなければならない。  

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）

は、次の各号に掲げる事項を記載した水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金実績報告書

（別記第４号様式）を理事長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業の成果  

(2) 補助事業に係る収支の状況  
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(3) 前二号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項  

２ 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日又は要綱第８条第１項の規定による補助事業の廃

止の承認を受けた日から起算して２０日を経過した日又は当該年度の２月末日のいずれか早

い期日までに提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 理事長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査及び必要

に応じて行う検査の結果の上、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知

する。 

 

（報告及び検査） 

第１５条 理事長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又はその職

員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる。 

 

（是正のための措置） 

第１６条 理事長は、第１３条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事

業者に対し、これに適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 第１３条の規定は、補助事業者が前項の規定により命ぜられた措置の実施を完了した場合に

ついて準用する。 

 

（補助金の支払等） 

第１７条 補助事業者は、第１４条の規定による通知に基づき補助金の交付を受けようとすると

きは、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金精算払請求書（別記第５号様式）を理事長に

提出しなければならない。 

２ 理事長は、補助事業者からの申し出に対して、その必要性を認めるときは、支払済みの額を

限度として、第７条第１項の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払をすることができ

る。 

３ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、水素関連技術支

援拠点機能強化事業補助金概算払請求書（別記第６号様式）を理事長に提出しなければならな

い。 

 

（決定の取消し） 

第１８条 理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。 

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) この要綱又はこの要綱の規定に基づく処分に違反したとき。 
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２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 第８条の規定は、第１項の場合について準用する。 

 

（補助金の返還） 

第１９条 理事長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。 

２ 理事長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が概算払により交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて、その

超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第２０条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況及び当該補助事業に係る収支について一切の状

況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、補助事業の完了した日の属する法人の会計

年度の翌年度の初日から起算して５年間これを保存しておかなければならない。 

 

（補助事業の事業化） 

第２１条 補助事業者は、補助事業の県内での事業化に努めなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了後

２０日以内に当該補助事業に係る過去１年間の事業化に向けた活動状況について、理事長に水

素関連技術支援拠点機能強化事業補助金事業化活動状況報告書（別記第７号様式）を提出しな

ければならない。 

 

（知的財産権に関する届出） 

第２２条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、意匠

権、著作権等を補助事業年度又は補助事業年度の終了後５年以内に出願若しくは取得した場合、

又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、第２１条第２項の規定による事業

化活動状況報告書にその旨を記載しなければならない。 

 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２８年９月１日から適用する。 
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別表１（第４条関係） 

水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金を受給できる事業主 

(１) 補助金の対象となる水素利活用製品（水素関連部品）の製造を県内で行う事業主

であること。 

(２) 県税の滞納のないこと。 

(３) 補助金を活用する事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業（同

条第１項第１号又は第２号に該当するものに限る。以下同じ。）、同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業又は同条第１１項第１号に規定する接客業務受託営業

（接待飲食等営業又は同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委

託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと（当該業務

の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場

合を含む。）を内容とする営業に限る。）を行っていない事業主であること。 

(４) 暴力団関係事業所の事業主でないこと。 

(５) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までの書類を整備している事業主であること。 

(ⅰ)補助金活用の実施状況を明らかにする書類 

(ⅱ)補助金活用に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類 

(ⅲ)必要経費の支払の状況を明らかにする書類 

(６) 補助金の審査に必要な書類を理事長の求めに応じて提出又は提示する、法人の実

地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。 
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別表２（第４、５条関係） 

補助金の対象となる内容、補助率等 

補助事業の内容 補助率、限度額、期間 

水素利活用製品等について、「技術開発」、「試

作」又は「評価」 

補助率：２/３ 

限度額：５００万円 

事業期間：交付決定の日から当該年度の２月

末日まで 
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別表３（第５条関係） 

補 助 対 象 経 費 

※特許取得経費も対象とする。なお、特許取得経費を計上する場合は、別紙１－３の特許取得説明書

を添付すること。 

  

費目 費目内訳 補助対象経費 

機器整備
費 

工具器具費 

試作品を製作する場合、技術開発や評価を行う実験装置を製作する場合

の原材料、部品等の購入に要する経費（５０万円未満のものに限る。た

だし、設備、パソコン、机など汎用性の高い備品を購入する経費は補助

対象外とする。）。 

委託費 委託料 

補助事業者で実施不可能又は補助事業者以外の者により実施することが

効率的である「技術開発」又は「評価」の一部について、外部の事業者

等に委託する場合に要する経費。 

（法人への試験委託等も可とする。） 

 

※委託料を計上する場合は、別紙１－２の委託説明書を添付すること。 

※委託料は、原則補助対象経費合計の１／２以内とする。 

事業費 

旅費 
補助事業を行う上で必要な当該「技術開発」、「試作」又は「評価」に

直接関与する者の旅費。 

原材料費 

１ 「技術開発」、「試作」又は「評価」に直接使用する主要原料、主要

材料、副資材の購入に要する経費。 

２ 実験、分析等を行うための材料、試薬品等の購入に要する経費（試

薬品､油､工作機械に使用される磨耗する刃物等）。 

※工具器具費の原材料は除く。 

使用料及び

賃借料 

「技術開発」、「試作」又は「評価」を実施する上で必要となる機器・

装置等の使用料、 実験場所借料等に要する経費 

消耗品費 

「技術開発」、「試作」又は「評価」に必要なもので、備品に属さない

ものの購入に要する経費（使用可能期間が１年未満、又は、取得価額が

１０万円未満（税抜）のものをいう。ただし、補助事業のみで使用され

ることが確認できるものでも、事務用品等の汎用性の高いものは補助対

象外とする。）。 

その他 その他 補助事業を実施する上で特に必要と認められるもの 
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別記 

第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                    住   所 

                                 名   称 

                                       代表者氏名            印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付申請書 

 

 上記補助金の交付について、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付要綱第６条第１項の規

定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 補助事業の名称・事業区分 

事 業 名  

事 業 区 分 □：技術開発    □：試作   □：評価 

※事業区分は、実施しようとする内容に も近いものを選んでください。 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

補助事業に要する経費 円 

補助金交付申請額 円 

 

３ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  （別紙１ 補助事業計画書のとおり） 

 

４ 水素関連事業参入計画 

  （別紙２ 水素関連事業参入計画書のとおり） 

 
（連絡担当者） ※法人の担当から補助金の諸連絡する際の窓口となる担当者を記載してください 

所 属  電 話  

部 署  Ｆ Ａ Ｘ  

職・氏名  e - m a i l  
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（別紙１） 

補 助 事 業 計 画 書 

事 業 名  

申 請 者  

参入を計画してい

る水素利活用製品

（水素関連部品）

の概要 

 

事 業 区 分 □：技術開発    □：試作   □：評価 

背 景 等 
※ 注目する世の中の動きと、それに対応する貴社の取組について、自社保有技術や

これまでの取組、課題について記載してください。 

補 助 事 業 の 
目標・実施内容 

※ 目標とそれを達成するための具体的課題を設定し、それらの課題ごとに、その解決

方法、や実施内容を具体的に記載してください。 

補 助 事 業 の 
実 施 計 画 

※ 課題ごとに、実施計画を具体的に記載してください。 

補 助 事 業 の 
新規性・優位性 

※ 本事業の新規性・優位性に記載してください。また、取組内容にどのように自社

保有技術が活かされているか記載してください。 

補 助 事 業 

実 施 体 制 

※ 事業の実施体制を具体的に記載してください。外部の機関の協力を得る場合は、

その位置づけを含めて記載してください。 
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補 助 事 業 完 了 

予 定 日 
    年  月  日 

補助事業に要する経費の配分及び補助金交付申請額  

（単位：円） 

費目 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付申請額 

機器整備費   

 
委託費   

事業費   

その他   

小計    

合計    

※別紙１－１（補助事業に要する経費計算書）を添付してください。 

※委託費を計上する場合には、別紙１－２（委託説明書）、見積書を添付してください。なお、委託費

には、機器設備費、外注費は計上できません。 

※消費税及び地方消費税を除いて記載してください。 

 

本 補 助 金 で 
過去に実施した 
事 業 区 分 

□：技術開発（     年度）  □：試作（     年度） 
□：評価  （     年度） 

補 助 金 
の交付を受けた 
実 績 

※ 過去５年間の国・地方公共団体・その他機関を含めた交付実績を記載してください。 

その他特記事項  

補助金該当要件に係る申告事項（□に✓入れて確認すること。） 

県税の滞納の有無 （□有 □無） 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業、

性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を行っている事業主への該当の有無 
（□有 □無） 

暴力団関係事業主への該当の有無 （□有 □無） 
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（別紙１－１） 

補助事業に要する経費計算書 

（単位：円） 

費
目 

種 別 仕 様 
単
位 

数
量 

単 価 
補助事業に

要する経費 

補助対象

経費 

補助金見

込額 
備 考 

機
器
整
備
費 

工具器具費 ××社製×× 1 1 ○○○円 ○○○円 ○○○円 

  

  

  ××社製×× 1 1 ○○○円 ○○○円 ○○○円   

小   計 ○○○円 ○○○円   

小   計（千円） ○○千円 ○○千円   

委
託
費 

××大学         ○○○円 ○○○円   

××高専         ○○○円 ○○○円   

××株式会社         ○○○円 ○○○円   

小   計 ○○○円 ○○○円   

小   計（千円） ○○千円 ○○千円   

事
業
費 

旅費 山口⇔東京 ×人 ×回 ○○○円 ○○○円 ○○○円   

  県内 ×人 ×回 ○○○円 ○○○円 ○○○円   

原材料費 ××材料 kg ×× ○○○円 ○○○円 ○○○円   

  ××試薬 kg ×× ○○○円 ○○○円 ○○○円   

消耗品費 ×× L ×× ○○○円 ○○○円 ○○○円   

  ×× kg ×× ○○○円 ○○○円 ○○○円   

小   計 ○○○円 ○○○円   

小   計（千円） ○○千円 ○○千円   

そ
の
他 

        ○○○円 ○○○円 ○○○円   

        ○○○円 ○○○円 ○○○円   

        ○○○円 ○○○円 ○○○円   

小   計 ○○○円 ○○○円   

小   計（千円） ○○千円 ○○千円   

合   計（千円） ○○千円 ○○千円 ○○千円  

 

※ 補助金見込額は、補助対象経費の２／３以内とし、千円未満切り捨て 

※ 委託費を計上する場合は、（別紙１－２）委託説明書を作成してください。    

※ 消費税及び地方消費税を除いて記載してください。      
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（別紙１－２） 

委託説明書 

委託先 
 

委託の内容 

 

委託の必要性 

 

委託期間     年  月  日  ～  年   月   日 

見積金額  

※ 見積書を添付してください。 

※ 委託費には、機器整備費、外注費は計上できません。 
※ 委託ごとに作成してください。 
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（別紙１－３） 

特許取得説明書 

特許の名称 
 

特許の内容 

 

特許取得の必要性等 

※ 本事業において生じた発明であること、本事業において特許取得が必要であること

について記載してください。 

出願時期（予定）     年  月  日 

※ 特許ごとに作成してください。 
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（別紙２） 

水 素 関 連 事 業 参 入 計 画 書 

事業名  

申請者 

住  所： 

名  称： 

代表者名： 

資 本 金： 

従業員数： 

業  種： 

製造の拠点となる施設（主たる製造等の実施場所） 

施設名称： 

住 所： 

（申請者の住所と異なる理由：） 

計画の概要 

参入を計画してい

る水素利活用製品

（水素関連部品） 

 

計画実施期間 年  月 ～    年  月（事業化予定） 

参入計画の実施内容とスケジュール 別紙２－１のとおり 

参入計画に参画する企業・機関 別紙２－２のとおり 

水素事業参入計画に必要な資金の額及びその調達方法 別紙２－３のとおり 

技術検討ワーキンググループでの検討状況 別紙２－４のとおり 

参入を計画している水素利活用製品（水素関連部品）の現状と課題 

現状 

※ 現在、事業をとりまく現状や環境等がどうなっているのかを記載してください。 

例：【現在の市場規模】、【技術水準】、【既製品（部品）の状況】等 
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課題 

※ 現状の中から、課題や問題となっている点について記載してください。 

例：【現在の市場規模】、【技術水準】、【既存製品（部品）の状況】等 

 

参入を計画している水素利活用製品（水素関連部品）の特徴等 

基になる 

技術・製品等 

 

特徴 

※ 水素利活用製品（水素関連部品）において【アピールする点】、【特記すべき点】が

あれば記載してください。 

※ 製品（部品）の【新規性】、【優位性】について簡潔に記載してください。 

水素利活用製品（水素関連部品）の事業化 

生 産 体 制 

※ 事業化後の生産体制について簡潔に記載してください。 

販 売 方 法 等 

※ 事業化後の販売方法について簡潔に記載してください。 

事業化の効果 

※ 【設備投資】、【雇用計画】、【新事業展開】等の波及効果について簡潔に記載してく

ださい。 

区 分 年度 年度 年度 年度 年度 合計 
売 上 

20 百万円 3 億円 6 億円 10 億円 10 億円 
29.2 億

円 
設 備

投 資 
― 10 億円 ― ― ― 10 億円 

雇 用 ― 5 人 10 人 10 人 ― 25 人 
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（別紙２－１） 

参入計画の実施内容とスケジュール 

 （    年  月 ～    年  月（事業化予定）） 

＜事業区分＞ 
実施時期 

（実施の始期と終期を矢印で記載） 

実施内容 
主たる実施者 

（実施場所） 
   年度    年度    年度    年度 

＜技術開発＞ 

1-1. ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

1-2.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

     

＜試作＞ 

2-1.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

2-2.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 

     

＜評価＞ 

3-1.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

3-2.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 

     

＜その他＞ 

4-1.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

4-2.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 

     

※ 過去に実施した事業区分（本補助事業のみ）については、過去に遡って記載してください。 

※ 事業区分＜その他＞には、事業化に向けた取組などを記載してください。 

※ 実施時期欄が足りない場合には、年度欄を増やして記載してください。 
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（別紙２－２） 

参入計画に参画（委託（技術開発、評価））する企業・機関 

 ①住所、②名称、③代表者名 ④連絡先、⑤資本金、⑥従業員数、⑦業種 

⑧具体的な協力の内容（対応する事業区分の実施番号(1-2,2-1 など） 

１ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤          ⑥ 

⑦ 

⑧ 

２ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤          ⑥ 

⑦ 

⑧ 

３ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤          ⑥ 

⑦ 

⑧ 

４ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤          ⑥ 

⑦ 

⑧ 

５ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤          ⑥ 

⑦ 

⑧ 

※ 申請者を含めて記載してください。 

※ ５者を超える場合には、行を増やして記載してください。 
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（別紙２－３） 

水素事業参入計画に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

実施時期 
計画に 

要する経費 

資  金  内  訳 

補助金 自己資金 
その他 

（借入金等） 

平成  年度     

平成  年度     

平成  年度     

平成  年度     

合   計     

※ 過去に実施した事業区分（本補助事業のみ）については、過去に遡って記載してください。 

※ 実施時期が足りない場合には、年度行を増やして記載してください。 

 

 

（別紙２－４） 

技術検討ワーキンググループでの検討状況 

技術検討ＷＧ 
メンバー 

 

実施日・ 
実施場所 

 

検討事項  

アドバイザー 
の意見 
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第２号様式（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                          住   所 

                                 名   称 

                                       代表者氏名            印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金変更承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け平  山産技第   号をもって交付決定の通知があった上記の補

助事業の内容を下記のとおり変更したいので、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付要綱第

１０条第１項の規定により、承認を申請します。 

 

記 
 

１ 補助額の変更 

(1) 既 交 付 決 定 額  金        円 ・・・① 

(2) 変 更 交 付 申 請 額  金        円 ・・・② 

(3) 差 額  金        円 （①－②） 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

３ 変更の内容 
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４ 変更後の経費区分 

                                 （単位：円） 

費目 
補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

補助金交付 

申請額 

機器整備費         

委託費   

事業費   

その他   

小計    

合  計    
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第３号様式（第１２条関係） 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                          住   所 

                                 名   称 

                                       代表者氏名          印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金中止（廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け平  山産技第   号をもって交付決定の通知があった上記の補

助事業を下記の理由により中止（廃止）したいので、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付

要綱第１２条の規定により、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）する実施計画名 

 

 

２ 中止（廃止）する理由 

 

 

３ 中止の期間（廃止の時期） 

 

 



22 
 

第４号様式（第１３条関係） 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                    住   所 

       名   称 

                                       代表者氏名          印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け平  山産技第   号をもって交付決定の通知があった上記の補

助事業を平成  年  月  日付けで完了（廃止）しましたので、水素関連技術支援拠点機能強化

事業補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおりその実績を報告します。 

 

記 

１ 補助金実績報告額 

  金            円  

 

２ 水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金支出について 

（単位：円） 

費目 
補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 補助金申請額 

機器整備費    

委託費   

事業費   

その他   

小計    

合  計    

 

３ 取組成果等について 

※ 技術確立に向けた取組内容（技術開発、試作、評価など）及び成果について、可能な限り

詳細な内容を記載すること。 
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第５号様式（第１７条関係） 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                          住   所 

                                 名   称 

                                       代表者氏名          印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金精算払請求書 

 

平成  年  月  日付け平  山産技第   号をもって額の確定の通知があった上記の補

助金について、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付要綱第１７条第１項の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 
１ 請求額    金           円 

交 付 決 定 額 金           円 

今 回 請 求 額 金           円 

 

２ 振込先 

口

座

振

替

先 

金 融 機 関 名 

銀  行 

信用金庫 

組  合 

支 店 

 

出張所 

預 金 の 種 別 

及び 

口 座 番 号 

１．普通預金     ２．当座預金 

 

№．                 

（ フ リ ガ ナ ） 

口 座 名 義 人 

 

 

（裏面を記載のこと） 
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◆ 補助金該当要件に係る申告事項（□に✓入れて確認すること。） 

県税の滞納の有無 （□有 □無） 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食

等営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を行っている事業主へ

の該当の有無 

（□有 □無） 

暴力団関係事業主への該当の有無 （□有 □無） 
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第６号様式（第１７条関係） 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                    住   所 

                                 名   称 

                                       代表者氏名          印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金概算払請求書 

 

平成  年  月  日付け平  山産技第   号をもって交付決定の通知があった上記の補

助金について、水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金交付要綱第１７条第３項の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 
１ 請求額    金           円 

交 付 決 定 額 金           円 

概 算 払 受 領 済 額 金           円 

今 回 請 求 額 金           円 

差 引 残 額 金           円 

 

２ 振込先 

口

座

振

替

先 

金 融 機 関 名 

銀  行 

信用金庫 

組  合 

支 店 

 

出張所 

預 金 の 種 別 

及び 

口 座 番 号 

１．普通預金     ２．当座預金 

 

№．                 

（ フ リ ガ ナ ） 

口 座 名 義 人 

 

 

（裏面を記載のこと） 
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◆ 補助金該当要件に係る申告事項（□に✓入れて確認すること。） 

県税の滞納の有無 （□有 □無） 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食

等営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を行っている事業主へ

の該当の有無 

（□有 □無） 

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団をいう。）関係事業主への該当の有無 
（□有 □無） 
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第７号様式（第２１条関係） 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 様 

 

                    申 請 者 

                    住   所 

                                 名   称 

                                       代表者氏名          印 

 

平成  年度水素関連技術支援拠点機能強化事業補助金事業化活動状況報告書 

 

 平成  年  月  日付け平  山産技第   号により交付決定のあった水素関連技術支援

拠点機能強化事業補助金補助金に関し、平成  年度の事業化活動状況について、水素関連技術支援

拠点機能強化事業補助金交付要綱第２１条第２項の規定に基づき、別紙のとおり報告します。 
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（別紙）事業化活動状況報告書 

 

１ 県内での事業化に向けた活動状況等 

 

【活動状況】 

年 月 具 体 的 な 内 容  

  

  

  

  

  

  

 

 

【今後の活動方針】 

 

 

 

 

【県内での事業化の目途】 

 

 

 

 

 

２ 知的財産権の出願等の状況 

 

 

 

 

 

３ 事業化 

 

製 品  
 
 
【売上等】 

区 分 平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 合計 
売 上       
設 備 投 資       
雇 用       

 
 

 


